
 

【解答】 
令和元年度クリーニング師試験 

（ 学 科 ） 
 
 
 

（注意事項） 

 試験問題は、指示があるまで開いてはいけません。 

・ 学科試験は、衛生法規に関する知識が２ページ５問、公衆衛生に関する知識が２ 
ページ４問、洗たく物の処理に関する知識が３ページ５問の３科目合計７ページ１４ 
問を同時に行います。なお、問題用紙は両面印刷になっています。 

・ 試験時間は、午前９時４０分から午前１１時１０分までの１時間３０分です。 
・ 机の上には、受験通知書、筆記用具、時計以外のものを置いてはいけません。 
・ 携帯電話を時計として使用することは禁止します。 
・ 試験中は私語を慎んでください。 
・ 質問、用件等があるときは手をあげて係員に合図してください。ただし、試験問題

の内容に関する質問には一切答えられません。 
・ 係員の指示に従わないときや、不正行為を行ったときは、失格となり退室していた

だきます。 
・ 試験開始後３０分間は退室できません。なお、３０分経過後に退室する場合は、手

をあげて係員に合図をし、問題用紙を閉じて置いたまま、持ち物を持って静かに退室

してください。一度退室すると１１時１０分までは再度入室できませんので注意して

ください。 
・ １１時３０分から実地試験についての説明を行いますので、１１時２５分にはこの

部屋に戻ってきてください。 
 

受 験 
番 号 

 

 



 
 
 
 
 



衛生法規に関する知識【解答】 

 

問１ クリーニング業法の目的を定めた第１条の規定について、文中の（   ）にあて

はまる最も適当な語句を下欄の中から選び、その記号を記入しなさい。 

（配点：各４点×４＝１６点） 

この法律は、クリーニング業に対して、（ ア ）等の見地から必要な指導及び（ イ ）

を行い、もってその経営を（ ウ ）に適合させるとともに、利用者の利益の（ カ ）

を図ることを目的とする。 
 

ア 公衆衛生    イ 取締り   ウ 公共の福祉     

エ 営業の停止   オ 殺菌    カ 擁護 
 

 

問２ クリーニング業法中に用いられる用語の定義を明らかにした第２条の規定について、

文中の（   ）にあてはまる最も適当な語句を下欄の中から選び、その記号を記入

しなさい。 

（配点：各４点×６＝２４点） 

１ クリーニング業とは、溶剤又は洗剤を使用して、（ イ ）その他の繊維製品又は皮

革製品を（ カ ）のまま洗たくすることを営業とすることをいう。 
２ 営業者とは、（ ク ）を営む者をいう。 
３ クリーニング師とは、都道府県知事がクリーニング師試験に合格した者に与える

（ ア ）を受けた者をいう。 
４ クリーニング所とは、（ キ ）の処理又は（ エ ）のための営業者の施設をいう。 

 
ア 免許     イ 衣類   ウ 消毒     エ 受取及び引渡し 
オ 合格通知   カ 原型   キ 洗たく物   ク クリーニング業 

 

 

問３ クリーニングに関する衛生の向上及び確保を図ることを目的に定められた、「クリー

ニング所における衛生管理要領」について、文中の（   ）にあてはまる最も適当

な語句を下欄の中から選び、その記号を記入しなさい。 

（配点：各４点×５＝２０点） 

１ クリーニング所は、（ イ ）等により外部と完全に区分されていること。 
２ クリーニング所には、（ オ ）とを区分して入れる（ ア ）を備えること。 
３ クリーニング師は、施設、設備等の衛生管理、（ カ ）等について、常に指導的立

場から関与し、クリーニングに関する（ ウ ）等に努めなければならない。 
 

ア 設備又は容器   イ 隔壁   ウ 衛生の確保   エ 殺菌 
オ 未洗濯のものと洗濯済みのもの   カ 洗濯物の適切な処理 

 

  



問４ クリーニング師の免許証に関する次の記述について、正しいものには○印を、誤っ

ているものには☓印を（   ）内に記入しなさい。 

（配点：各４点×５＝２０点） 

１ （ ○ ） 免許証に関する申請等は、免許証を付与した都道府県知事に行わ

なければならない。 

２ （ × ） 免許証を破り、汚し、または失ったときは２か月以内に再交付の

申請をしなければならない。（正：１か月以内） 

３ （ ○ ） 免許証の再交付申請後、失った免許証を発見したときは、これを

５日以内に都道府県知事に提出しなければばらない。 

４ （ ○ ） 本籍または氏名を変更したときは、１０日以内に免許証の訂正の

申請をしなければならない。 

５ （ × ） クリーニング師が死亡し、または、失踪の宣告（民法第３０条）

を受けたときは、戸籍法に規定する届出義務者は、６か月以内に

免許証を返納しなければならない。（正：１か月以内） 
 

 

問５ クリーニング所の営業者の届出等に関する次の記述について、正しいものには○印

を、誤っているものには☓印を（   ）内に記入しなさい。 

（配点：各４点×５＝２０点） 
１ （ × ） クリーニング所を開設した者は、クリーニング所の位置、構造設備及

び従事者数並びにクリーニング師の氏名その他必要な事項を開設か

ら１ヶ月以内に都道府県知事に届け出なければならない。 

（正：しようとする者はあらかじめ） 

２ （ ○ ） クリーニング所の従事者にクリーニング師がいる場合は、クリーニン

グ所の開設の届出書に、その本籍、住所、氏名、生年月日及びクリー

ニング師の登録番号を記載しなければならない。 

３ （ ○ ） 営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添

えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

４ （ ○ ） 営業者は、届け出た事項に変更を生じたとき、又はクリーニング所を

廃止したときは、速やかに都道府県知事に届け出なければならない。 

５ （ ○ ） クリーニング業法には、クリーニング所を開設するとき、都道府県知

事に届出をしない者、又は虚偽の届出をした者に対して罰金を科す規

定がある。 
 



公衆衛生に関する知識【解答】 

 

問１ 次の記述について、文中の（   ）にあてはまる最も適当な語句を下欄の中から

選び、その記号を記入しなさい。 

（配点：各４点×１０＝４０点） 

健康観の代表的なものとして、WHO（世界保健機関）憲章では、「健康とは肉体的、

精神的ならびに（ ウ ）に完全に良好な状態であって、単に（ ク ）や虚弱でない

というだけではない。」とし、さらに「及ぶ限り最高の（ ケ ）を享受することは、人

種、宗教、政治的信条、（ カ ）状態の如何を問わず、すべての人間の（ イ ）権利

である。」、「（ ア ）はその国民の健康に対して責任を負うものである。」と定義してい

る。 
  
ウィンスローの公衆衛生の定義では、 「公衆衛生とは、（ コ ）の（ エ ）な努

力を通じて、疾病を予防し、（ キ ）を延長し、肉体的および（ オ ）能率の増進を

図る科学であり技術である。」としている。 
 

ア 政府   イ 基本的  ウ 社会的  エ 組織的   オ 精神的 
カ 経済的  キ 生命   ク 疾病   ケ 健康水準  コ 共同社会 

 

 

問２ 次の記述について、正しいものには○印を、誤っているものには☓印を（   ）

内に記入しなさい。 

（配点：各４点×５＝２０点） 

１ （ ○ ） エイズは、ヒト免疫不全ウイルスの感染によって引き起こされる

細胞性免疫不全状態を主な病態とする疾患である。 

２ （ ○ ） 健康増進法には受動喫煙防止に関することも定められている。 

３ （ ○ ） 人体は気温の変化に対して体温を一定に保とうとする働きを有し

ており、これを体温調節という。 

４ （ × ） 一般廃棄物は、事業活動によって排出される廃棄物のうち燃え殻、汚

泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、その他法令で定め

る廃棄物及び輸入された廃棄物と定義されている。（正：産業廃棄物） 

５ （ × ） 感染症の発生または流行には、その成立に感染源の存在、感染経路の

存在の２つの要因のみを必要とする。（正：感染源の存在、感染経路

の存在、感受性のある個体の３つの要因） 

 

 

  



問３ 地域保健法第６条にあげられている「保健所の業務の１４項目」について、正しい

ものには○印を、誤っているものには☓印を（   ）内に記入しなさい。 

（配点：各４点×５＝２０点） 
１ （ ○ ） 地域保健に関する思想の普及と向上に関する事項 

２ （ ○ ） 栄養の改善と食品の衛生に関する事項 

３ （ ○ ） 住宅、水道、下水道、廃棄物処理、清掃その他環境衛生に関する事項 

４ （ × ） 国民健康保険に関する事項 

５ （ ○ ） 歯科保健に関する事項 

 

 

問４ 疾病の予防に関する次の記述について、文中の（   ）にあてはまる最も適当な

語句を下欄の中から選び、その記号を記入しなさい。 

（配点：各４点×５＝２０点） 

第一次予防は、（ ウ ）で、積極的な健康状態を保持・増進することは一般的な疾病

予防の最も基本的な段階である。 
第二次予防は、（ カ ）で、症状がまだあらわれない初期に疾病を発見し、疾病の重

篤化を防ぐために早期に治療を行うことであり、例えば（ イ ）などがある。 
第三次予防は、能力低下防止及びリハビリテーションで、発病した疾病の増悪を防止

し、（ ア ）を残さないように、臨床的な対策を行い、（ キ ）を図るためのリハビ

リテーションを実施する。 
 

ア 機能障害  イ 各種の健康診断     ウ 健康増進  エ 疾病予防 
オ 栄養摂取  カ 早期発見及び早期治療  キ 社会復帰  ク 感染症 

 



洗たく物の処理に関する知識【解答】 

 

問１ 繊維の分類に関する次の記述について、正しいものには○印を、誤っているものに

は☓印を（   ）内に記入しなさい。 

（配点：各４点×５＝２０点） 
１ （ × ） 生糸のように紡がなくてもすでに長く連続して糸状になっているも

のをステープル糸という。（正：フィラメント糸） 

２ （ ○ ） 綿、麻、毛には、紡績糸だけしかない。 

３ （ ○ ） 先染め織物には、縞（ストライプ）、格子（チェック）、絣（かすり）、

霜ふりなどがある。 

４ （ × ） 広幅（洋服地の織物）には、シングル幅（約 74cm）、ヤール幅（約 110cm）、 

ダブル幅（約 144cm）などがある。（正：ヤール幅（約 92 cm）） 

５ （ ○ ） 伸縮性織物に使用される素材には、もともとゴム糸のように伸び縮み

するポリウレタン繊維などを使用したもの、ウーリーナイロンなどの

合成繊維の伸縮性かさ高加工糸を使用したものなどがある。 

 
 
問２ 次の繊維にあてはまるものを下欄の中からそれぞれ二つずつ選び、その記号を

（   ）に記入しなさい。 

（配点：各２点×１０＝２０点） 

 １ 植物繊維（天然繊維）・・・・・（ イ ）（ キ ） 
 ２ 動物繊維 ・・・・・・・・・・（ ウ ）（ ク ） 
３ 半合成繊維 ・・・・・・・・・（ エ ）（ コ ） 
４ 合成繊維 ・・・・・・・・・・（ ア ）（ ケ ） 
５ 再生繊維 ・・・・・・・・・・（ オ ）（ カ ） 

 
ア アクリル  イ 綿   ウ 毛   エ アセテート  オ ポリノジック 
カ レーヨン  キ 麻   ク 絹   ケ ビニロン   コ プロミックス 

 
 
  



問３ 次の新ＪＩＳ繊維製品の取り扱い絵表示について、絵表示の意味として最も適する

ものを下欄の中から選び、その記号を（   ）に記入しなさい。 

（配点：各３点×５＝１５点） 
① ② ③ ④ ⑤ 
     

（ キ ） （ オ ） （ ウ ） （ エ ） （ ア ） 
 
ア 底面温度１５０℃を限度としてアイロン仕上げ処理ができる。 
イ 底面温度１８０℃を限度としてアイロン仕上げ処理ができる。 
ウ 非常に弱いウエットクリーニング処理ができる。 
エ 石油系溶剤でのドライクリーニング処理ができる。 
オ 洗濯処理後のタンブル乾燥処理ができる。（排気温度の上限は最高６０℃） 
カ 洗濯処理後のタンブル乾燥処理ができる。（排気温度の上限は最高８０℃） 
キ 酸素系漂白剤による漂白処理ができるが、塩素系漂白剤による漂白処理はできない。 
ク 塩素系漂白剤による漂白処理ができるが、酸素系漂白剤による漂白処理はできない。 

 
 
問４ シミ抜き剤の分類を示した次の図について、図中の（   ）にあてはまる最も適

当な語句を下欄の中から選び、その記号を記入しなさい。 

（配点：各５点×６＝３０点） 

  （ ア ） 

 （ エ ）シミ抜き剤 市販油性シミ抜き剤 

シミ抜き剤 
 モノクロロベンゼン・酢酸アミル 

 アルカリ性…アンモニア水、（ カ ） 

 （ ウ ）シミ抜き剤 酸性…………酢酸、（ キ ）、サビ取り剤 

  漂白剤 

  （ イ ） 

 
ア 揮発性溶剤  イ 酵素  ウ 水溶性  エ 油性  オ 不溶性 
カ たんぱく系シミ抜き剤   キ タンニン系シミ抜き剤 

 
 
  



問５ 繊維製品の仕上げ加工に関する次の記述について、正しいものには○印を、誤って

いるものには☓印を（   ）内に記入しなさい。 

（配点：各３点×５＝１５点） 
１ （ ○ ） コーティング加工は、織物、ニット、不織布などに合成樹脂の薄い皮

膜を形成する加工で、完全防水を必要とする製品や高機能素材を製造

する際に施される。 

２ （ ○ ） ナイロン、ポリエステルなどの疎水性合成繊維は摩擦によって帯電

し、ほこりを吸引したり、放電障害を起こすので、帯電防止加工が行

われる。 

３ （ × ） ニット製品などは洗濯によって特に著しくフェルト化するため、防虫

加工が施される。（正：防縮加工） 

４ （ × ） 綿あるいは綿ポリエステル混紡のワイシャツやズボンなどに多く行

われ、着用時の防シワ性がよく、洗っても折目が消えず小ジワも入ら

ないでプレス仕立ての状態を保つ加工をウォッシュアンドウェア加

工という。（正：パーマネントプレス加工） 

５ （ ○ ） はっ水加工は、水濡れによる衣類の型くずれ、収縮、変退色や水性の

シミ付着等を防止する効果がある。 

 

 


